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○クリーニング業法施行細則 

昭和四十年一月二十六日 

福岡県規則第五号 

〔福岡県クリーニング業法施行細則〕を制定し、ここに公布する。 

クリーニング業法施行細則 

（昭五四規則一七・改称） 

福岡県クリーニング業法施行細則（昭和三十四年福岡県規則第二十五号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。）、

クリーニング業法施行令（昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。）及

びクリーニング業法施行規則（昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（営業者の届出） 

第二条 クリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所営業届（様式第一号）を

保健福祉環境事務所長又は保健福祉事務所長（以下「保健福祉環境事務所長等」という。）

に届け出なければならない。 

２ クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としよう

とする者は、無店舗取次店営業届（様式第二号）を保健福祉環境事務所長等に届け出なけ

ればならない。 

３ 営業者は、前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき又はクリーニング所若

しくは前項の営業を廃止したときは、変更にあってはクリーニング所無店舗取次店変更届

（様式第三号）を、廃止にあってはクリーニング所無店舗取次店廃止届（様式第四号）を

速やかに保健福祉環境事務所長等に届け出なければならない。 

（昭五四規則一七・昭六一規則二六の二・平九規則六五・平一四規則六〇・一部改

正、平一四規則七二・旧第三条繰上、平一六規則五三・平二一規則四五・一部改正） 

（構造設備の検査） 

第三条 保健福祉環境事務所長及び保健福祉事務所長は、法第五条の二の規定に基づき、構

造設備の検査を行い、その構造設備が法第三条第二項及び第三項に適合する旨の確認をし

たときは、当該営業者にクリーニング所検査確認済証（様式第五号）を交付するものとす

る。 
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（昭五四規則一七・平九規則六五・平一四規則六〇・一部改正、平一四規則七二・

旧第四条繰上、平一六規則五三・平二一規則四五・一部改正） 

（地位の承継の届出） 

第四条 法第五条の三第二項の規定による届出書は、様式第六号、様式第七号、様式第八号

又は様式第九号によるものとする。 

２ 省令第二条の二第二項第二号に規定する同意書は、様式第十号によるものとする。 

（平八規則六〇・追加、平一三規則四八・一部改正、平一四規則七二・旧第五条繰

上、平一六規則五三・令五規則四五・一部改正） 

（試験） 

第五条 知事は、法第七条の規定に基づきクリーニング師試験を行うときは、その日時、場

所、その他必要な事項を公告するものとする。 

（昭五四規則一七・一部改正、平八規則六〇・旧第六条繰下、平一二規則一三・旧

第七条繰上、平一四規則七二・旧第六条繰上） 

第六条 クリーニング師試験を受けようとする者は、クリーニング師試験受験願書（様式第

十一号）に、省令第三条各号に規定する書類のほか、学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第五十七条に規定する者であることを証明する書類を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

（昭五四規則一七・昭六一規則二六の二・一部改正、平八規則六〇・旧第七条繰下・

一部改正、平一二規則一三・旧第八条繰上、平一三規則四八・一部改正、平一四規

則七二・旧第七条繰上、平一六規則五三・平一九規則七二・令五規則四五・令八規

則二十・一部改正） 

第七条 知事は、クリーニング師試験の受験者が当該試験の際、係員の指示に従わず、又は

不正の行為をしたときは、その者に対する試験を停止し、又はその者の合格を取り消すこ

とがある。 

（平八規則六〇・旧第八条繰下、平一二規則一三・旧第九条繰上、平一四規則七二・

旧第八条繰上） 

（合格通知書） 

第八条 クリーニング師試験に合格した者に対しては、合格通知書を交付するものとする。 

（昭六一規則二六の二・全改、平八規則六〇・旧第九条繰下、平一二規則一三・旧

第十条繰上、平一四規則七二・旧第九条繰上） 

（免許の申請） 
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第九条 省令第四条の規定によりクリーニング師の免許を受けようとする者は、クリーニン

グ師免許申請書（様式第十二号）に省令第四条各号に掲げる書類を添えて知事に申請しな

ければならない。 

（昭六一規則二六の二・旧第十一条繰上・一部改正、平八規則六〇・旧第十条繰下・

一部改正、平一二規則一三・旧第十一条繰上、平一三規則四八・一部改正、平一四

規則七二・旧第十条繰上、平一六規則五三・令五規則四五・令八規則二十・一部改

正） 

（免許証の再交付の申請） 

第十条 省令第六条第一項の規定により免許証の再交付の申請をしようとする者は、クリー

ニング師免許証再交付申請書（様式第十三号）により知事に申請しなければならない。 

（昭五四規則一七・一部改正、昭六一規則二六の二・旧第十二条繰上・一部改正、

平八規則六〇・旧第十一条繰下・一部改正、平一二規則一三・旧第十二条繰上、平

一三規則四八・一部改正、平一四規則七二・旧第十一条繰上、平一六規則五三・平

一九規則七二・令五規則四五・令八規則二十・一部改正） 

（免許証の訂正の申請） 

第十一条 省令第八条の規定により免許証の訂正の申請をしようとする者は、クリーニング

師免許証訂正申請書（様式第十四号）に当該免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて知

事に申請しなければならない。 

（昭六一規則二六の二・旧第十三条繰上・一部改正、平八規則六〇・旧第十二条繰

下・一部改正、平一二規則一三・旧第十三条繰上、平一三規則四八・一部改正、平

一四規則七二・旧第十二条繰上、平一六規則五三・令五規則四五・令八規則二十・

一部改正） 

（登録抹消の申請） 

第十二条 省令第九条又は第十条第二項の規定により免許証を返納しなければならない者

は、クリーニング師登録抹消申請書（様式第十五号）を知事に提出しなければならない。 

（昭六一規則二六の二・旧第十五条繰上・一部改正、平八規則六〇・旧第十三条繰

下・一部改正、平一二規則一三・旧第十四条繰上、平一三規則四八・一部改正、平

一四規則七二・旧第十三条繰上、平一六規則五三・令五規則四五・一部改正） 

（書類の経由） 

第十三条 省令並びに第六条及び第十二条の規定により知事に提出する書類は、県内に住所

を有する者にあっては、住所地を管轄する保健福祉環境事務所長等（保健所を設置する市
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にあっては、当該保健所の長又は当該市の長）を経由するものとする。 

（昭六一規則二六の二・追加、平八規則六〇・旧第十四条繰下、平一二規則一三・

旧第十五条繰上、平一四規則六〇・一部改正、平一四規則七二・旧第十四条繰上・

一部改正、平二一規則四五・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五四年規則第一七号） 

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第二六号の二）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六二年規則第四号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和六十二年二月二十日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に営業しているクリーニング所については、改正後の第二条第一

号チ(２)の規定は、この規則施行の日から六月間は、適用しない。 

３ この規則の施行の際現にある旧書式による様式第一号の用紙は、なお、当分の間、これ

を使用することができる。 

附 則（平成八年規則第六〇号） 

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。 

附 則（平成九年規則第六五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用す

ることができる。 

附 則（平成一二年規則第一三号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一三年規則第四八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成一四年規則第六〇号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十四年九月一日から施行する。 

附 則（平成一四年規則第七二号） 

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第五三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用す

ることができる。 

附 則（平成一九年規則第七二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第四五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用す

ることができる。 

附 則（平成三〇年規則第二二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、なお、当分の間、これを使用する

ことができる。 

附 則（令和二年規則第六八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用

することができる。 
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附 則（令和三年規則第一七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用

することができる。 

附 則（令和五年規則第四五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用

することができる。 

附 則（令和五年規則第四五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 

 

 



7/24 

 



8/24 

 



9/24 

 



10/24 

 



11/24 

 



12/24 

 



13/24 

 



14/24 

 



15/24 

 



16/24 

 



17/24 

 



18/24 

 



19/24 

 



20/24 



21/24 

 



22/24 

 



23/24 



24/24 

 


